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佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
二
十
四
号
）
第
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
少
年
に
有
害
な
図
書
等
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

��

��
�

�

指定理由雑誌コード等製作発行所等題　　　　　名指定番号種類

　著しく青少年の
性的感情を刺激し、
又は著しく青少年
の粗暴性若しくは
残虐性を誘発し、
若しくは助長し、
その健全な育成を
阻害するおそれが
ある。

１８１３６-７
○L －７/２９㈱ぶんか社別冊本当にあったＨな話 ７月１日号増刊

人妻 本当にあったＨな話　Vol.３６２０－５２雑誌

０６４８２-０７
○L －２００８/７/２８曙出版㈱ＤＶＤポンチ

ＤＶＤドカン７月号増刊２０－５３〃

０８３５７－０７若生出版㈱Madonna HOUSE　No.２５２
マドンナハウス　７月号２０－５４〃

１２９５５－０７㈱ジーオーティーKISSUI　「キッスイ」　Vol.０５６　７月号２０－５５〃

１６７８２-０７
○L －７/２６㈱笠倉出版社特撰三十路妻７月号増刊

ＤＶＤ ＭＡＸおかわりっ！ Pure ！ VOL.２２０－５６〃

０６９０９－７㈱竹書房ナマイキッ！　７月号２０－５７〃

１７９９９－７辰巳出版㈱COMIC　ペンギンクラブ   VOL.２６３　７月号２０－５８〃

１３８７７－７㈱ワニマガジン社COMIC 快楽天　７月号２０－５９〃

１８３８７－７㈱綜合図書漫画ローレンス　姦梅　７月号２０－６０〃

１７４７１－０７若生出版㈱パシャ！　NO.３１　７月号２０－６１〃
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道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

相
知
山
内
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

伊
万
里
市
大
川
町
大
川
野
字
八
ツ
江

一
八
五
七
番
地
先
か
ら

伊
万
里
市
大
川
町
川
原
字
井
手
ノ
原

五
九
〇
七
番
四
地
先
ま
で

伊
万
里
市
大
川
町
大
川
野
字
八
ツ
江

一
八
五
七
番
地
先
か
ら

伊
万
里
市
大
川
町
川
原
字
井
手
ノ
原

五
九
〇
七
番
四
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

四
三
・
〇

   
〜　

一
〇
・
九

二
五
・
〇

   
〜 

七
・
六

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

九
六
八
・
五

一
、
〇
〇
一
・
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
六
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
二
十

二
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
日　
　
�
�
�
�
�
�
�
�

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
六
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
二
十

二
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。 

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

県
道

相
知
山
内
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

伊
万
里
市
大
川
町
大
川
野
字
八
ツ
江
一
八
五
七
番
地
先
か

ら伊
万
里
市
大
川
町
川
原
字
井
手
ノ
原
五
九
〇
七
番
四
地
先

ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
〇
・
六
・
二
〇

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
六
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
二
十

二
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
鹿
島
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

一
般
国
道

二
〇
七
号

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

藤
津
郡
太
良
町
大
字
伊
福
字
箱
崎
甲

三
三
六
二
番
一
地
内

藤
津
郡
太
良
町
大
字
伊
福
字
箱
崎
甲

三
三
六
二
番
一
地
内

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

一
二
〇
・
九 

      
〜　

九
四
・
七

九
〇
・
一

   
〜　

  
八
九
・
一

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

二
四
・
三

二
四
・
三
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佐
賀
県
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則

　
　
　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十

三
年
佐
賀
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
二
項
中
「
第
六
表
」
を
「
第
八
表
」
に
改
め
る
。

　

第
七
表
を
第
八
表
と
し
、
第
三
表
か
ら
第
六
表
ま
で
を
一
表
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
表
の

次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。　
　

　

佐
賀
県
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
日

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

佐
賀
県
教
育
委
員
会

�
�
��
�

安　
　

永　
　
　
　
　

宏�
�
�
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���（第６条関係）

勤　務　評　定　書 （  定期　・ 条件 ・ 臨時  ）

　 【主幹教諭用】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  評 定 日　平成　　 年　　  月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  評定期間　平成　　 年　　  月　　日～平成　　年　　月　  日

 【要素別評定】

整理
番号    .　  歳

年
齢

性
別

氏
名

所
属

実　　　　　績能　　　　　力意欲・行動特性

 評定要素
目標の達成度

職務遂行能力、知識・技能 、判断力、
理解力、表現力及び企画・立案力リーダー

シップ
責任感

意欲・
積極性 教 職 員 の

指導・育成
児童生徒の
教 育 指 導

学校運営の
企画・調整

教 職 員 の
指導・育成

児童生徒の
教 育 指 導

学校運営の
企画・調整

補助評定

評     定

   注　補助評定は、評定を補助するものとして、教頭が記載する。
  【総合評定】

総　合　評　定総 合 点評定平均点要素別評定点評定要素

評定平均点×２０（①+②+③）÷３ ①意欲・行
動特性　

（総合点）  （総合評定）
９５点～１００点　 ：　Ｓ
７５点～  ９４点　 ：　Ａ
５５点～  ７４点　 ：　Ｂ
３５点～  ５４点　 ：　Ｃ
 ０点～  ３４点　 ：　Ｄ

 ②
能　　力

 ③
実　　績

 【所見・特記事項】

補助評定者

評　定　者

印

評 定 者
職 ・ 氏 名印

補助評定者
職 ・ 氏 名

 【調整】

調整後の総合評定調整後の総合点調　　整　　の　　内　　容

印

調 整 者
職 ・ 氏 名
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評　定　要　素
【主幹教諭用】

着　　　　　眼　　　　　点評　定　要　素

・　学校の教育目標の実現に向け、自己の役割や職責を自覚し、自らの責任におい
て目標を達成するよう努めているか。

・　職務を円滑に進めるため、見通しを持つて計画的に進めるよう努めているか。
・　指示を待つことなく自律的・主体的に職務に取り組んでいるか。
・　指導力の向上や指導方法の改善を図るため、自ら研修に努め、実践に生かそう
としているか。

意欲・積極性

意
欲
・
行
動
特
性

・　教職員としての職責や義務を自覚して職務に取り組み、信頼を得るよう努めて
いるか。

・　職務に対する自覚と誇りを持ち、困難な課題に対しても安易に回避することな
く、最後まで責任を持つてやり遂げようとしているか。

・　職務上の課題を自ら解決するため、研修に努め、実践に生かそうとしているか。
・　児童生徒一人一人の個性や能力の伸長を図るため、計画・実践・評価に則して
指導しているか。

責任感

・　学校の教育目標について、職員への理解を図るとともに、教育課題の解決に向
け的確な指導・助言ができているか。

・　学校の教育目標の達成に向けて、職場の志気を高め、職員個々の能力を十分発
揮させるよう、指導・助言ができているか。

・　組織の一員としての自覚を持ち、職務の円滑な遂行のため、他の教職員や管理
職員との意思疎通を図り、連携・協力しているか。

リーダーシップ

・　学校教育目標の達成に向けた適切な企画・立案・調整の能力を発揮することが
できるか。

・　分掌した校務について、指導力を発揮して、課題解決のための方策・手段を工
夫し、幅広い視点からの取組ができるか。

・　分掌した校務について、進行状況を的確に把握・整理し、組織を機能させるこ
とができるか。

・　教育活動の実施状況について適切な判断を行うことができるか。
・　課題意識を持つて管理職を補佐し、円滑な校務運営に寄与することができるか。

学校運営の
企画・調整

職務遂行能力、
知識・技能、
判断力、理解
力、表現力及
び企画・立案
力

能　
　
　
　
　
　
　

力

・　学校の教育目標や児童生徒の実態を踏まえた計画に基づき、適切な指導を行う
ことができるか。

・　指導力の向上や指導方法の工夫改善を図るため、教材研究を行うなど研修に努
め、実践に生かすことができるか。

・　教科・科目等に関する専門的知識・技能を有しているか。
・　生徒指導及び進路指導に関する専門的知識・技能を有しているか。
・　児童生徒との対話、保護者や関係者等との連携等を通じて、児童生徒の理解及
び状況把握を的確に行うことができるか。

児童生徒の
教育指導

・　学校教育目標や教育計画について、職員への共通理解を図り、課題解決に向け
た指導助言ができるか。

・　学校教育目標の達成に向け、職員の士気を高め、個々の能力を発揮させるよう
な指導助言ができるか。

・　教職員の能力や特性を把握し、的確な指導育成を図ることができるか。

教職員の
指導・育成

・　全校的視野に立ち、分掌した校務について効果を上げるために、指導力を発揮
して工夫した取組ができたか。

・　分掌した校務について、その状況を把握し、とりまとめ、整理し、適切に指示
・指導助言を行うことができたか。

・　教育活動の実施状況の把握に努め、実態に応じた工夫改善、指導助言を行うこ
とができたか。

・　管理職との連携を密にし、適切な報告・連絡・相談を行うことができたか。

学校運営の
企画・調整

目標の達成度

実　
　
　
　
　
　
　

績

・　学校の教育目標に則して、それぞれの指導目標の達成に向け、指導の改善を図
りつつ適切な取組ができたか。

・　教科・科目等の指導目標の実現に向け、指導方法の工夫改善に取り組むととも
に、児童生徒の学習状況を適切に評価することができたか。

・　児童生徒の健康・安全に対する意識を向上させ、基本的生活習慣の確立や問題
行動への対応を適切に行うことができたか。

・　家庭・地域・関係機関等と連携した生徒指導や教育相談活動の充実に努めるこ
とができたか。

児童生徒の
教育指導

・　教職員と積極的なコミュニケーションをとり、職務に対する意欲の向上を図る
ことができたか。

・　教職員の資質向上を図るため、自ら積極的に研修に取り組み、実践に生かすこ
とができたか。

・　自ら範を示し、職員の教育に対する献身的態度や熱意等を培うことができたか。

教職員の
指導・育成
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

　
　
　

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
佐
賀
県
人
事
委
員
会
規
則
第

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
研
究
職
給
料
表
医
療
職
給
料
表
�
医
療
職
給
料
表
�
医
療
職
給
料
表
�
の
項

中
「
係
長
級
の
職
に
あ
る
職
員
」
の
下
に
「（
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
職
員
を
除
く
。）」

を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
日

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
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平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
付
け
佐
賀
県
公
報
号
外
中
訂
正

正

誤

所
箇

頁

に
入
園

に
入
所

下
段

右
か
ら
六
行
目

７

指
定
障
害
福
祉
サー

ビ
ス

指
定
障
害
者
福
祉
サー

ビ
ス

下
段

右
か
ら
八
行
目

正

誤

所
箇

頁

音
声
機
能
障
害

音
声
機
能
機
能
障
害

上
か
ら
五
行
目

４１

　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
付
け
佐
賀
県
公
報
号
外
中
訂
正

正

誤

所
箇

頁

、
主
幹
教
諭

主
幹
教
諭

上
段

左
か
ら
一
〇
行
目

６

職
員
及
び

職
員

上
段

左
か
ら
五
行
目

７

　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
付
け
佐
賀
県
公
報
号
外
第
一
〇
号
中
訂
正

正

誤

所
箇

頁

様
式
第
九
十
四
号

様
式
第
九
十
五
号

上
段

右
か
ら
六
行
目

８３

　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
付
け
佐
賀
県
公
報
号
外
第
一
二
号

��

�
�
�
�
�
�
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